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居宅介護支援重要事項説明書  
＜ 西 暦 ２ ０ ２ ５ 年 ９ 月 ２ ０ 日 現 在 ＞  

１  居 宅 介 護 支 援 事 業 者 （ 法 人 ） の 概 要   

名 称 ・ 法 人 種 別  社 会 医 療 法 人  岡 本 病 院 （ 財 団 ）  

代  表  者  名      理 事 長    髙 木  敏 貴  

所 在 地 ・ 連 絡 先  （ 所 在 地 ）  京 都 府 久 世 郡 久 御 山 町  

佐 山 西 ノ 口 100番 地  

（ 電 話 ）   ０ ７ ７ ４ -（ ４ ８ ） -５ ５ ０ ０  

（ F A X）    ０ ７ ７ ４ -(４ ４ ) -７ １ ５ ９  

 
２  事 業 所 の 概 要   
⑴   事 業 所 名 称 及 び 事 業 所 番 号   

事  業  所  名

  

   居 宅 介 護 支 援 事 業 所  ふ れ あ い  

  

所 在 地 ・ 連 絡

先  

（ 所 在 地 ）  京 都 府 久 世 郡 久 御 山 町 佐 山 西 ノ 口 138番 地  

（ 電 話 ）    ０ ７ ７ ４ － ５ １ － ３ １ ７ ７  

（ F A X）    ０ ７ ７ ４ － ４ ４ － ７ １ ５ ９  

事 業 所 番 号                                

 ２ ６ ７ １ １ ０ ０ １ ９ ２  

管 理 者 の 氏 名

  

        河 田  佳 代  

 

⑵   事 業 所 の 職 員 体 制   

従 業 者 の 職 種
 

 

人 数  

（ 人 ）  

区 分   常 勤 換 算

後 の 人 数  

（ 人 ）  

職  務  の  内  容
 

 
常 勤 ( 非 常 勤 (

管  理  者  

主 任 介 護 支 援

専 門 員  

1 

兼 務  

1     1  業 務 の 総 括 、 従 業

者 の 管 理 等  
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主 任 介 護 支 援

専 門 員  

3 

内 １ 名 管

理 者 兼 務  

 3      3  介 護 支 援 専 門 員 の

指 導 、 地 域 ケ ア の

推 進 、 介 護 支 援 業

務 等  

介 護 支 援 専 門

員  

 0  0      0  介 護 支 援 業 務  

  

⑶  通 常 の 事 業 の 実 施 地 域   

通 常 の 事 業 の 実 施

地 域   

【 宇 治 市 】 近 鉄 京 都 線 以 西 ・ 八 幡 宇 治 線 以 南  

【 城 陽 市 】主 要 地 方 道 城 陽 宇 治 線 ６ ９ 号 以 西・府 道 内

里 城 陽 線 以 北  

【 久 御 山 町 】 全 域  

【 八 幡 市 】東 高 野 街 道 以 東 ・ 府 道 ７ ３ ６ 号 以 北 ・ 木 津

川 以 西  

【 京 都 市 】 伏 見 区 淀 全 域  

⑷  営 業 日 等   

営 業 日   営 業 時 間   

月 曜 日 ～ 土 曜

日   

８ ： ３ ０ ～ １ ７ ： ０ ０   

 

営 業 し な い 日   日 曜 ・ 祝 日 ・ １ ２ 月 ３ ０ 日 ～ １ 月 ３ 日  

※ 但 し 、携 帯 電 話 の 転 送 に て ２ ４ 時 間 ３

６ ５ 日 対 応   

 
３  提 供 す る 居 宅 介 護 支 援 サ ー ビ ス の 内 容 ・ 提 供 方 法 等   

 ア  居 宅 サ ー ビ ス 計 画 （ ケ ア プ ラ ン ） の 作 成  
  イ  要 介 護 等 認 定 の 申 請 代 行  
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 ウ  給 付 管 理 業 務  
 
４  費 用   

⑴  利 用 料  

要 介 護 認 定 を 受 け ら れ た 方 は 、 介 護 保 険 制 度 か ら 全 額 給 付 さ れ
る の で 自 己 負 担 は あ り ま せ ん 。  
介 護 保 険 適 用 の 場 合 で も 、 保 険 料 の 滞 納 等 に よ り 、 支 援 事 業 者

に 直 接 介 護 保 険 給 付 が 行 わ れ な い 場 合 が あ り ま す 。 そ の 場 合 、 利
用 者 様 は 1 箇 月 に つ き 要 介 護 度 に 応 じ て 下 記 の 利 用 料 を お 支 払 い
下 さ い 。 利 用 料 の お 支 払 い と 引 き 換 え に サ ー ビ ス 提 供 証 明 書 と 領
収 書 を 発 行 し ま す 。  

 
 
・ 当 事 業 所 の 地 域 区 分 は 7 級 地 で す 。 （ 単 価  ： １ ０ ． ２ １ 円 ）  
（ ICT 活 用 ・ 事 務 職 員 の 配 置 な し ）  

区 分  取 扱 い 件 数  要 介 護 １ ・ ２  要 介 護 ３ ・ ４ ・ ５  

Ⅰ  ４ ４ 件 未 満  １ １ ,０ ８ ８ 円 /月  １ ４ ， ４ ０ ６ 円 /月  

Ⅱ  ４ ５ 件 以 上 ６ ０ 件

未 満  

５ ， ５ ５ ４ 円 /月  ７ ， １ ８ ７ 円 /月  

Ⅲ  ６ ０ 件 以 上  ３ ， ３ ２ ８ 円 /月  ４ ， ３ ０ ８ 円 /月  

※ Ⅱ と Ⅲ に つ い て ： ４ ５ 件 以 上 の 部 分 に つ い て 算 定  
 

  ・ 加 算 ・ 減 算 項 目   

サ ー ビ ス 内 容  サ ー ビ ス 単 位  サ ー ビ ス 利 用 料 金  

初 回 加 算  ３ ０ ０ 単 位  ３ ，０ ６ ３ 円 ／ 回  

入 院 時 情 報 連 携 加 算 Ⅰ  

入 院 時 情 報 連 携 加 算 Ⅱ  

２ ５ ０ 単 位  

２ ０ ０ 単 位  

２ ，５ ５ ２ 円 ／

回  

  ２ ， ０ ４ ２ 円

／ 回  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅰ イ  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅰ ロ  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅱ イ  

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅱ ロ  

４ ５ ０ 単 位  

６ ０ ０ 単 位  

６ ０ ０ 単 位  

７ ５ ０ 単 位  

 ４ ，５ ９ ４ 円 ／ 回  

６ ，１ ２ ６ 円 ／ 回  

６ ，１ ２ ６ 円 ／ 回  

７ ，６ ５ ７ 円 ／ 回  
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退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅲ  ９ ０ ０ 単 位  ９ ，１ ８ ９ 円 ／ 回  

緊 急 時 等 居 宅 カ ン フ ァ レ

ン ス 加 算  

２ ０ ０ 単 位  ２ ，０ ４ ２ 円 ／ 回  

特 定 事 業 所 加 算  Ⅰ  

特 定 事 業 所 加 算  Ⅱ  

特 定 事 業 所 加 算  Ⅲ  

特 定 事 業 所 加 算  A 

５ １ ９ 単 位  

４ ２ １ 単 位  

３ ２ ３ 単 位  

１ １ ４ 単 位  

５ ，２ ９ ８ 円 ／ 月  

４ ，２ ９ ８ 円 ／ 月  

 ３ ，２ ９ ７ 円 ／ 月  

 １ ，１ ６ ３ 円 ／ 月  

特 定 事 業 所 医 療 介 護 連

携 加 算  

１ ２ ５ 単 位  １ ， ２ ７ ６ 月  

通 院 時 情 報 連 携 加 算  ５ ０ 単 位  ５ １ ０ 円 ／ 回  

 

・ 交 通 費  
２ の（ ３ ）通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 に お 住 ま い の 方 は 徴 収 し ま せ ん 。 
 

５  事 業 所 の 特 色 等   

⑴   事 業 の 目 的   

1 :要 介 護 者 か ら の 相 談 に 応 じ 、 要 介 護 者 が そ の 心 身 の 状 況 や 置 か れ て

い る 環 境 等 に 応 じ て 、 本 人 や 家 族 の 意 向 等 を 基 に 、 居 宅 サ ー ビ ス を 適

切 に 利 用 出 来 る よ う 、 サ ー ビ ス の 種 類 、 内 容 等 の 計 画 を 作 成 す る と と

も に 、 サ ー ビ ス の 提 供 が 確 保 さ れ る よ う 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 、 介

護 保 険 施 設 等 と の 連 絡 調 整 そ の 他 の 便 宜 の 提 供 を 行 い ま す 。  

2 :質 の 高 い 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に 、 公 正 ・ 中 立 な 実 施 機 関 が

専 門 的 ・ 客 観 的 な 立 場 で 行 う 第 三 者 評 価 の 受 診 に 努 め ま す 。  

⑵  運 営 方 針  

1 :事 業 所 は 、 利 用 者 が 要 介 護 状 態 と な っ た 場 合 に お い て も 、 可 能 な 限

り 居 宅 に お い て そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 、自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と

が で き る よ う 配 慮 し て 援 助 に 努 め ま す 。  
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2:  利 用 者 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し 常 に 利 用 者 の 立 場 に 立 っ て 、利 用 者

に 提 供 さ れ る サ ー ビ ス 等 が 特 定 の 種 類 ま た は 特 定 の 事 業 者 に 不 当 に 偏

る こ と の な い よ う 、 公 正 中 立 に 行 い 複 数 の 事 業 所 か ら 選 択 出 来 る よ う

紹 介 し 選 定 理 由 を 説 明 し ま す 。  

3:  サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 所 よ り 利 用 者 の 心 身 又 は 生 活 状 況 に 係 る

情 報 を 得 た 場 合 、 そ の う ち 主 治 の 医 師 も し く は 歯 科 医 師 又 は 薬 剤 師 の

助 言 が 必 要 で あ る と 介 護 支 援 専 門 員 が 判 断 し た 場 合 に は 主 治 の 医 師

も し く は 歯 科 医 師 又 は 薬 剤 師 に 情 報 提 供 を 行 い 、 助 言 を 求 め ま す 。  

4:  利 用 者 が 病 院 又 は 診 療 所 に 入 院 す る 場 合 に は 、利 用 者 の 居 宅 に お け

る 日 常 生 活 上 の 能 力 や 利 用 し て い た 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 情 報 を 入 院

先 医 療 機 関 と 共 有 す る こ と で 、 医 療 機 関 に お け る 利 用 者 の 退 院 支 援 に

資 す る と と も に 退 院 後 の 円 滑 な 在 宅 生 活 へ の 移 行 支 援 が 出 来 る よ う 、

利 用 者 が 入 院 す る 際 に は 担 当 の 介 護 支 援 専 門 員 の 氏 名 及 び 連 絡 先 を 当

該 病 院 又 は 診 療 所 に 伝 え る よ う 協 力 を 依 頼 し 、 介 護 保 険 証 や 健 康 保 険

証 、 お 薬 手 帳 等 と 合 わ せ て 保 管 す る よ う 依 頼 し ま す 。  

5:  障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し て き た 方 が 介 護 保 険 サ ー ビ ス を 利 用 す

る 場 合 等 に お い て 制 度 の 違 い に よ る 混 乱 を 防 ぎ 、 切 れ 目 の な い 支 援 が

行 え る よ う 障 害 福 祉 制 度 の 特 定 相 談 支 援 事 業 者 と 密 接 な 連 携 に 努 め ま

す 。  

6：介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス（ 介 護 保 険 法 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 介

護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス ） だ け で な く 多 様 な 主 体 に よ り 提 供 さ れ る 利 用

者 の 日 常 生 活 全 般 を 支 援 す る サ ー ビ ス （ 保 険 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ

ー ビ ス ）、地 域 住 民 に よ る 自 発 的 な 活 動 に よ る サ ー ビ ス 等 が 包 括 的 に 提

供 さ れ る よ う な 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 し ま す 。  

7：当 事 業 所 の ケ ア プ ラ ン に お け る 訪 問 介 護・通 所 介 護・地 域 密 着 型 通
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所 介 護 福 祉 用 具 貸 与 の 利 用 状 況 は 別 紙 の と お り で あ る 。（ 別 紙 １ ）  

8：高 齢 者 虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す る た め に 以 下 の 対 策 を 講 じ

ま す 。  

①  委 員 会 の 設 置 と 定 期 的 な 開 催  

②  虐 待 防 止 の 指 針 の 整 備  

③  従 業 者 に 対 し 、 虐 待 の 防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施  

④  虐 待 防 止 及 び 再 発 防 止 に 関 わ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当

者 の 設 置  

9：利 用 者 又 は 利 用 者 等 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る た め 緊 急 や む を 得 な

い 場 合 を 除 き 身 体 拘 束 等 を 行 い ま せ ん 。 や む を 得 ず 身 体 拘 束 等 を 行 う

場 合 に は 、 そ の 様 態 と 時 間 、 そ の 際 の 利 用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急

や む を 得 な い 理 由 を 記 録 し ま す 。  

1 0： 当 事 業 所 が 提 供 し た 指 定 居 宅 介 護 支 援 ま た は 自 ら が 居 宅 サ ー ビ ス

計 画 に 位 置 付 け た 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 対 す る 利 用 者 又 は そ の ご 家 族

等 、 関 係 者 か ら の ハ ラ ス メ ン ト （ 暴 言 ・ 暴 力 ・ 威 圧 的 な 対 応 ・ 恐 喝 ・

無 視 等 生 命 や 身 体 ・ 精 神 ・ 財 産 ・ 信 用 等 を 傷 つ け る よ う な こ と や 背 信

行 為 ） に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 す る た め の 委 員 会 の 設 置 及 び ハ ラ ス メ ン

ト に 対 す る 研 修 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

⑵  そ の 他  

事  項   内   容   
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ア セ ス メ ン ト（ 評 価 ）の

方 法 及 び 事 後 評 価  

 

 

全 国 社 会 福 祉 協 議 会 方 式 よ り 利 用 者 様 の 直

面 し て い る 課 題 等 を 評 価 し 、 利 用 者 様 に 説 明

の う え 、 ケ ア プ ラ ン を 作 成 し ま す 。  

ま た 、サ ー ビ ス 提 供 の 目 標 達 成 状 況 等 を 評 価

し 、 そ の 結 果 を 書 面 （ 居 宅 サ ー ビ ス 報 告 書 ）

に 記 載 し て 利 用 者 に 説 明 の う え 交 付 し ま す 。  

従 業 員 研 修   京 都 府 、 久 御 山 町 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 等

が 実 施 す る 居 宅 介 護 支 援 専 門 員 研 修 や 各 種 研

修 会 、 地 域 の 介 護 支 援 専 門 員 で 自 主 的 に 開 催

し て い る 勉 強 会 等 に 参 加 し 、 常 に 新 し い 情 報

を 取 り 入 れ て ご 利 用 者 様 の サ ー ビ ス 向 上 を 図

っ て お り ま す 。   

 

６  サ ー ビ ス 内 容 に 関 す る 苦 情 等 相 談 窓 口   

 
 

当 事 業 所 利 用 者 様 相 談 窓 口 （ ８ ： ３ ０ ～ １ ７ ： ０ ０ ）  

窓 口 責 任 者  河 田  佳 代             ☎  07 7 4 - 51 -3 1 7 7   

京 都 府 介 護 ・ 福 祉 事 業 課              ☎  0 7 5－ 4 1 4― 46 7 2  

京 都 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会   

＜ 介 護 保 険 課 介 護 相 談 係 ＞             ☎  0 7 5－ 3 5 4－ 90 9 0  

宇 治 市 介 護 保 険 課                 ☎  0 7 7 4－ 22－ 31 4 1  

城 陽 市 高 齢 介 護 課                 ☎  0 7 7 4－ 56－ 40 3 1  

久 御 山 町 民 生 部 福 祉 課               ☎  0 7 5－ 6 3 1－ 99 0 2  

八 幡 市 福 祉 事 務 所 高 齢 介 護 課            ☎  0 7 5－ 9 8 3－ 13 2 8  
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７  緊 急 時 及 び 事 故 発 生 時 、 災 害 等 に お け る 対 応 方 法   

（ 1 ） 介 護 支 援 専 門 員 等 は 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 居 宅 介 護 支
援 の 提 供 に よ り 緊 急 事 態 が 発 生 し た 場 合 に は 速 や か に 主 治
医 、 救 急 、 警 察 、 利 用 者 家 族 等 へ 連 絡 を 行 う と と も に 必 要 な
措 置 を 講 じ 、当 該 緊 急 事 態 の 状 況 及 び 緊 急 事 態 に 際 し て 行 っ
た 処 置 に つ い て 記 録 し 、 管 理 者 に 報 告 し ま す 。  

（ ２ ）介 護 支 援 専 門 員 等 は 、利 用 者 に 対 す る 指 定 居 宅 介 護 支
援 の 提 供 に よ り 事 故 及 び 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は 速 や か に
主 治 医 、 救 急 、 警 察 、 市 町 村 、 そ の 他 の 市 町 村 、 利 用 者 家 族
等（ 災 害 時 に は 必 要 に 応 じ て 関 係 機 関 や 諸 団 体 等 ）へ 連 絡 を
行 う と と も に 必 要 な 措 置 を 講 じ 、当 該 事 故 又 は 災 害 の 状 況 及
び 緊 急 事 態 に 際 し て 行 っ た 処 置 に つ い て 記 録 し 、 管 理 者 に
報 告 し ま す 。  

８  秘 密 の 保 持 と 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て  

（ １ ）利 用 者 及 び そ の 家 族 の 秘 密 の 保 持 に つ い て 事 業 所 は サ ー ビ ス を

提 供 す る う え で 知 り 得 た 、 利 用 者 及 び そ の 家 族 に 関 す る 秘 密 を 、 正 当

な 理 由 な く 第 三 者 に 漏 ら し ま せ ん 。 こ の 秘 密 保 持 義 務 は 、 契 約 終 了 後

も 継 続 し ま す 。  

（ ２ ）個 人 情 報 の 保 護 に つ い て 事 業 所 は 利 用 者 か ら 予 め 文 書 で 同 意 を

得 な い 限 り サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 に お い て 、利 用 者 の 個 人 情 報 を 用 い ま

せ ん 。ま た 利 用 者 の 家 族 の 個 人 情 報 に つ い て も 予 め 文 書 で 同 意 を 得 な

い 限 り サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 で 用 い ま せ ん 。 事 業 所 は 、 利 用 者 と そ の 家

族 に 関 す る 個 人 情 報 が 含 ま れ る 記 録 物 に つ い て は 、注 意 を も っ て 管 理

し 、 処 分 の 際 に も 第 三 者 へ の 漏 洩 を 防 止 し ま す 。  

 居 宅 介 護 支 援 の 開 始 に 当 た り 、利 用 者 に 対 し て 居 宅 介 護 支 援 の サ ー
ビ ス 内 容 及 び 重 要 事 項 の 説 明 を し 、 同 意 を 得 、 重 要 事 項 説 明 書 の 交 付
を 行 い ま し た 。  
 

  

説 明 年 月 日 ： 西 暦    年    月    日   
 
 

 事 業 者     住 所     京 都 府 久 世 郡 久 御 山 町 佐 山 西 ノ 口 138 
 
       事 業 者（ 法 人 ） 名   社 会 医 療 法 人  岡 本 病 院（ 財 団 ） 
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 事 業 所 名   居 宅 介 護 支 援 事 業 所  ふ れ あ い  
             (事  業  所  番  号 )  ２ ６ ７ １ １ ０ ０ １ ９ ２  
 

管 理 者 名      河  田   佳  代  

 
説 明 者   職 名   介 護 支 援 専 門 員 ・ 氏  名                       

 
 
 
 
 
 
 
私 は 、重 要 事 項 説 明 書 に 基 づ い て 居 宅 介 護 支 援 の サ ー ビ ス 内 容 及 び

重 要 事 項 の 説 明 を 受 け 、説 明 日 同 日 に そ の 内 容 に 同 意 の う え 本 書 面 を
受 領 し ま し た 。  

 
利用者本人 
 
 
住 所                         
 
 
氏 名                                           
 
 
(署名・法定)代理人  
 
 
住 所                                             
 
           
氏 名            （続柄：      ）  


